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（１）・（２） 

 被災者（以下、「入居希望者」）より賃貸型応急住宅に関する相談を受け付け、必要に応じてチラシ等を

配布する。 

（３）・（４） 

 必要に応じて、入居希望者が、不動産団体相談窓口へ物件相談を行う。 

（５） 

 「災害救助法の適用を受ける災害時の賃貸型応急住宅に係る事務処理要領」に定める書類を受理する。 

（６） 

 所定の審査のうえ、（５）で受理した書類を県へ送付する。 

（７）・（８） 

 入居の決定がなされた場合、市町経由で入居希望者へ入居決定通知及び契約書作成依頼をする。 

（９） 

 入居希望者は不動産仲介業者の媒介の下、貸主に賃貸借契約書の作成依頼を行い、貸主及び不動産仲介

業者の記名がなされた賃貸借契約書を市町へ３部送付する。 

（１０） 

 市町は入居希望者から提出のあった賃貸借契約書に記名押印のうえ、１部を市町保管し、残り２部を入

居者へ返付する。 

 ※県へは賃貸借契約書の写しの提出は不要だが、「石川県賃貸型応急住宅管理台帳」を送付する。 

  入居件数が多い場合は、まとめて送付しても可。 
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※(3)及び(4)は必須ではない 


